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取手市議会感染症対策会議からの提言について（回答）

令和３年５月２６日付け取議発第１１号にて求めのありました標記の件に

つきまして，下記のとおり回答します。

記

提言事項

１．自力で接種会場に赴くことが困難な接種希望者等のため、移動のためのタクシ

ーやコミュニティバスの活用など、必要な支援策を検討し実施されたい。

＜回答＞

新型コロナワクチンの６５歳以上の方々への接種は、５月８日（土）の集団

接種から始まり、現在は市内医療機関における個別接種と合わせ実施されてい

るところです。これまでの中で集団接種、個別接種共に、会場への移動に関す

る市民からのご意見ご要望は、ワクチン接種推進室や高齢福祉課等に届いてい

ない状況です。今後、６５歳以上でワクチン接種を希望される方々への７月末

までの接種完了を見込む中で、追加にて運営を予定する接種規模を拡大した集

団接種会場については、これまでの集団接種会場と場所が異なることから、接

種希望者の移動の支援策として、最寄りの関東鉄道常総線ゆめみ野駅前から会

場まで、送迎用車両のピストン運行を運営計画に取り入れていく考えでありま

す。また、一部コミュニティバスの運行ルート上のバス停が接種会場近くにあ

る路線もございますので、この部分も含め広く周知を図ってまいります。

２．先行予約期間における処遇として、9月に海外に留学する学生・生徒につい

て、ワクチン接種が求められていることから、留学するまでに 2回の接種が実施で

きるような態勢の整備と市内教育機関等への情報発信をされたい。



＜回答＞

新型コロナウイルスワクチンの接種状況は国により大きな差があり、世界

保健機関の公表によると、５月２６日時点でワクチン接種を１回受けた人の

数は、日本が人口１００人当たり３．１８人であるのに対し、イスラエルは

６２．７５人、英国は５６．０８人、米国は４９．７８人などとなっていま

す。接種が進んでいる国では、行動制限が徐々に緩和される中、イベントへ

の参加や施設の利用の条件として、主催者等がワクチン接種済証明の提示を

求めるという事例があるなどは認識しております。一方で、国を跨いだ移動

については、５月２５日時点で、日本からの渡航者等に対して入国を制限し

ている国（地域）は９１か国（地域）、入国に際して条件や行動制限を課して

いる国（地域）は１６８か国（地域）あるものの、渡航前のワクチン接種を

入国の条件としている国は極々少数に限られているようです（外務省海外安

全ページより）。提言事項にある留学先等から渡航前にワクチンを接種するよ

う求められるケースも想定されますが、市としましては、国から示されたワ

クチン接種の接種順位に基づき接種を進めており、国の指導においても留学

生に対する接種順位枠は設けられていないことから、海外への留学を理由と

して優先的に接種を行うことはできないものと考えます。海外に留学する学

生に限らず、接種を希望する市民の皆様が１日でも早く接種を受けられるよ

う、まずは現在進行中の高齢者向けの接種を７月末までに終えるための体制

整備に努めてまいります。なお、今後の中で国から接種順位の見直しが示さ

れた場合には、速やかな対応及び周知を図ります。

３．新型コロナウイルス感染症を災害の一つと捉え、市民に情報を素早く伝えるた

めの手段として防災無線放送の活用を図るよう検討すること。

＜回答＞

新型コロナウイルス感染症に関連する中では、昨年の緊急事態宣言発令時に

おいては、当時のコロナウイルス感染症に関する情報の緊急性、重要性から防

災行政無線の活用を行ったところですので、今後も市民の皆さまにお知らせす

る情報の緊急性や重要性を鑑み防災行政無線の活用を図ってまいります。ま

た、昨今では防災ラジオを活用したコロナ関連情報の発信を度々行っておりま

すが、そのことの影響からか防災ラジオを希望する方々が増加傾向にある状況

にありますので、情報の内容により発信媒体を変えるといった手法もとりなが

ら、より市民の皆さまに伝わりやすい情報発信に努めてまいります。


